
　地震発生時における建築物等の倒壊等による災害を防止するため、平成３０年４月から恩納
村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助事業を開始し、住宅の耐震化を支援します。

◆補助対象住宅
　恩納村内における一戸建ての住宅共同住宅など
※昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅および同日において工事中であった住宅

◆対象事業
　①住宅耐震診断事業
　②住宅耐震改修設計事業
　③住宅耐震改修事業

◆対象者
　①住宅の所有者
　②住宅の借受人その他の当該住宅の所有者から本補助事業の実施について承諾を得た者
　③建物の区分所有などに関する法律第３条の規定による団体
　　（マンションの区分所有者（管理組合）またはその法人）

　☆詳しくは村ホームページまたは、建設課までお問い合わせください。

◆住まいの耐震化
　住宅の地震による被害を少しでも抑えるために住まいの耐震について考えてみましょう。
　※村では４月から住宅の耐震化を支援します。

◆すぐにできる、地震の備え

お問い合わせ：建設課　管理係　☎966-1203

恩納村民間住宅耐震診断・改修等事業費補助事業
平成３０年度から募集開始！

地震への備え
万一の事に備えて、慌てず行動できるよう、日頃から安全対策に心がけましょう。

●下水道接続可能地域
　喜瀬武原地区、山田地区 ( 山田、真栄田、塩屋、宇加地 )、恩納地区 ( 恩納区の一部、南恩納区 )

●下水道に接続するには宅内配管工事が必要となります！
　各家庭や事業所等が宅内から下水道管に生活排水を流すために、村が管理する公共マスまで
　の間の排水設備工事が必要となります。

●村からの補助金が活用できます！（工事にかかる費用は村からの補助金が活用出来ます）
　○恩納地区 ( 上限３０万円 )※沖縄振興公共投資交付金効果促進事業補助金含む
　○喜瀬武原地区 ( 上限１５万円 )、山田地区 ( 上限１５万円 )
　※喜瀬武原地区、山田地区は接続推進期限切れのため１５万円の補助となります。なお、既設
　　浄化槽の汚泥の汲み取り、撤去及び処分等については個人負担となります。

　廃棄物処理法では、「焼却禁止の例外」を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと厳し
く規制しています。そのため、家庭や事業場から出た廃棄物を野焼き又はドラム缶や一斗缶
などで焼却することはできません。また、小型焼却炉であっても、法で定められた構造基準を
満たさないものは使用できません。

外焼却は罰則の対象となり、５年以下の懲役
もしくは１，０００万円以下の罰金又はこの併
科、法人はさらに両罰規定で３億円以下の罰
金に科せられます。

お問い合せ：村民課　生活環境係　☎９６６－１２０５

お問い合せ：上下水道課　下水道係　☎９６６－1190

上下水道課 ( 下水道係 ) からのお知らせ

環境にやさしい下水道につなごう

野外焼却は禁止されています！

まずは、下記の排水設備指定業者に連絡！！
工事の見積もり、役場への補助金の申請等も業者が代行してくれます！

  事　業　所　名 住所・電話番号 事　業　所　名 住所・電話番号

（有）原電設工業
 瀬良垣２５０５番２ （有）新里建設 恩納２５３１番１

  ☎９６６－８１９１  ☎９６６－８３１３

當 亜 電 設（同） 
瀬良垣８２４番２ （有）向 設 備  安富祖１８４８

  ☎９６６－２８９７  ☎９６７－８２７７

（株）真栄田造園
 喜瀬武原３１４番１ 

（有）丸政設備
 仲泊８８０番地

  ☎９６７－８３３２  ☎９６５－２７６２

（有）又吉重機建設
 山田１３０５番地 

（有）名 城 組
 山田２３８4番地

  ☎９６４－３２４７  ☎９６４－３２２２

　地震が起きたときに、家具が倒れたり、物が落ちてきたりしないよう、家の中の「安全対策」も
しっかり考えて、できることからはじめましょう。
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